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この資料は、「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の

額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」を基に作成しています。

この動画では、主な加算や減算について掲載していますので、その他の加算等については、

上記留意事項通知やＱ＆Ａ等を確認してください。

この資料の留意事項について
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令和６年４月より、基本報酬において時間区分が創設されました。

個別支援計画に定めた計画時間に応じて算定することが基本となります。

※放課後等デイサービスについては、学校休業日のみ時間区分３を算定可能

ただし、以下の場合は、令和６年４月以降も時間区分はありません。
・主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所に
おいて、重症心身障害児に対し支援を行う場合

・旧主として重症心身障害児児童発達支援経過的給付費又は旧医療型児童発達支援経過的
給付費の場合

・共生型又は基準該当の場合

基本報酬の算定の取扱い①（児童発達支援・放課後等デイサービス）

時間区分 計画時間

時間区分１ ３０分以上１時間３０分以下

時間区分２ １時間３０分超３時間以下

時間区分３ ３時間超５時間以下
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児童発達支援・放課後等デイサービス

個別支援計画に
定めた提供時間
と実際に支援し
た時間が異なる
場合の取扱い

計画に定めた提供
時間よりも実際に
支援した時間が
短くなった場合

◆利用者の都合による場合
計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。

（実際の支援時間が３０分未満となった場合でも算定可能）

◆事業所の都合による場合
実際に支援に要した時間が該当する時間区分で算定する。

（実際の支援時間が３０分未満となった場合には算定不可）

計画に定めた提供
時間よりも実際に
支援した時間が
長くなった場合

◆利用者・事業所いずれの都合による場合においても、計画に定めた
提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。

◆ただし、利用者や学校等の都合により、計画に定めた提供時間と異
なる時間区分で算定するような状況（例えば学校の短縮授業等）が
想定されている場合は、想定される具体的な内容を計画に定め、必
要な体制をとっている場合には、実際に支援に要した時間が該当
する時間区分で算定することができる。

基本報酬の算定の取扱い②（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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◆１日あたりの定員超過利用減算（定員５０人以下の場合）

１日の利用者の数が利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合

【減算割合】
当該１日について所定単位数の70％で算定（利用者全員）
例） 定員10名の事業所の場合

10人×1.5＝15人 → 16人以上受入れをした場合に減算適用

◆過去３か月間の実績による定員超過利用減算（定員１１人以下の場合）

直近の過去３か月間の利用者の延べ数が、利用定員に３を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合

【減算割合】
当該１か月間について所定単位数の70％で算定（利用者全員）
例）定員10人、４月から６月の開所日数の合計60日、利用延べ人数800人の場合

（10+3）人×60日＝780人 → 780人を超過しているため、７月分について減算適用

定員超過利用減算（児童発達支援・放課後等デイサービス）

●事業所は、利用定員を超えて、サービスの提供を行ってはなりません。利用定員を超過しないよう、
利用日を調整してください。

●定員超過については、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合のみに限られています。

※ 定員超過が恒常的に継続している場合は、定員変更を行うよう指導します。

減算されないからと
いって、定員超過
しないよう注意！！



人員基準上必要とされる児童指導員、保育士の員数を満たしていない場合には、

利用者全員について減算を適用する必要があります。

【減算期間】

（1）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割を超えて減少した場合

→ 人員欠如した月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで

（2）人員基準上必要とされる従業者の員数が１割の範囲内で減少した場合

→ 人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

【減算割合】

・減算適用１月目及び２月目・・・所定単位数の７０％で算定

・減算適用３月目以降・・・・・・所定単位数の５０％で算定

※児童発達支援センター、主として重症心身障害児を通わせる事業所、居宅訪問型児童発達支援、
保育所等訪問支援を除く 5

サービス提供職員欠如減算



人員基準上必要とされる児童発達支援管理責任者の員数を満たしていない場合には、

利用者全員について、減算を適用する必要があります。

【減算期間】

人員欠如した月の翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで

【減算割合】

・減算が適用される月から５月未満の月・・・・・・所定単位数の７０％で算定

・減算が適用される月から連続して５月以上の月・・所定単位数の５０％で算定

（例）・４月に児童発達支援管理責任者が欠如し、７月１日に解消したの場合、

６月と７月に人員欠如減算が適用される

・４月から６月は人員欠如のため、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、

専門的支援実施加算の請求は不可

※児童発達支援センター、主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く 6

児童発達支援管理責任者欠如減算
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以下の要件を満たしていない場合、減算を適用する必要があります。

・児童発達支援管理責任者による指揮の下、個別支援計画を作成すること。

・個別支援計画の作成に係る一連の業務を適切に行い、その記録を残すこと。

【減算期間】

当該利用者について未作成月から解消されるに至った月の前月まで

【減算割合】

・減算適用１月目及び２月目・・・所定単位数の７０％で算定

・減算適用３月目以降・・・・・・所定単位数の５０％で算定

個別支援計画未作成減算

児童発達支援から放課後等デイサービスに移行する際は、改めて、放課後等デイサービスに

係る個別支援計画を作成する必要があります。

注 意



以下の要件を満たしていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・おおむね１年に１回以上、自己評価及び事業所を利用する障がい児の保護者による評価

（保育所等訪問支援にあっては、訪問先施設による評価を含む。）を行うこと。

・自己評価結果等を、事業所のホームページ等にて広く公表すること。

・自己評価結果等の公表方法及び公表内容を、吹田市へ届出ること。

【減算期間】

自己評価結果等の公表について吹田市へ届出がされていない月から、届出がされていない

状態が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の８５％で算定

届出については、吹田市ホームページ（ページ番号：1027215）

「障がい児通所支援事業の自己評価結果等の公表及び届出」を参照してください。 8

自己評価結果等未公表減算（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援）

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1023319/1027215.html


以下の要件を満たしていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・支援プログラム（５領域を含む総合的な支援内容との関連性を明確にした事業所全体

の支援の実施に関する計画）を策定すること。

・作成した支援プログラムを、事業所のホームページ等にて広く公表すること。

・支援プログラムの公表方法及び公表内容を、吹田市へ届出ること。

【減算期間】

支援プログラムの公表について吹田市へ届出がされていない月から、届出がされていない

状態が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の８５％で算定
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支援プログラム未公表減算（保育所等訪問支援を除く）



利用者が、個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるよう、事業者は、障害
福祉サービス等情報公表システム（WAM NET）を通じて、情報公表対象支援情報（サービスの内容、
事業所の運営に関する情報、経営情報）を、吹田市へ報告しなければなりません。

システム上で、情報が未報告となっている事業所は、利用者全員について減算を適用する必要が

あります。

【減算期間】

情報公表対象支援情報に係る報告を行っていない事実が生じた月の翌月から、報告を行っていない

状況が解消されるに至った月まで

【減算割合】

所定単位数の５％を減算
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情報公表未報告減算

報告の期限（障害福祉サービス等事業者経営情報を除く）

・基準日（４月１日）以前において指定を受けている事業者については、毎年７月末まで

・新たにサービスの提供を開始する事業者は指定を受けた日から１月以内

障害福祉サービス等事業者経営情報の報告期限

・当該障害福祉サービス等事業者の毎会計年度終了後、３月以内

※経過措置として、令和７年度内に実施されるべき報告（令和６年１月1日から同年12月31日の期間中に開始した会計年度に
    関する報告）に限り、令和８年３月31日までに報告



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）身体拘束等を行った際の記録

（２）身体拘束適正化検討委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や虐待防止委員会と一体的に開催することも可能）

（３）身体拘束等の適正化のための指針の整備

（４）身体拘束等の適正化のための研修の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算

11

身体拘束廃止未実施減算



以下の措置を講じていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

（１）虐待防止委員会の定期開催（１年に１回以上）

（法人単位での開催や身体拘束適正化検討委員会と一体的に開催することも可能）

（２）虐待防止のための研修の実施（１年に１回以上）

（３）虐待防止担当者の設置

【減算期間】

事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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虐待防止措置未実施減算



感染症や災害が発生した場合であっても、必要な障害福祉サービス等を継続的に提供

できる体制を構築するため、業務継続計画の策定の徹底を求める観点から、以下の措置

が講じられていない場合、利用者全員について減算を適用する必要があります。

・感染症及び非常災害の両方の業務継続計画の策定

・当該業務継続計画に従い従業者に対する研修及び訓練の実施（１年に１回以上）

【減算期間】

減算が適用される要件に該当した月の翌月から、基準に満たない状況が解消されるに

至った月まで

【減算割合】

所定単位数の１％を減算
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業務継続計画（BCP)未策定減算



基準配置に加えて、児童指導員等又はその他の従業者を１以上配置するとして、吹田市

に届出た場合に算定可能。

児童福祉事業に従事した経験（５年以上、５年未満）、常勤専従、常勤換算の区分によ

り算定する。

常勤専従区分の算定にあたっては、加算対象の常勤職員を基準人員として配置した場合

は、算定要件を満たしませんので注意してください。

※届出た加算の人員配置を満たしていないにも関わらず、加算を請求することがないよう、

勤務体制及び勤務実績を毎月確認してください。
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児童指導員等加配加算

【定員10人の事業所で、やむを得ない事由により12名の利用者を受け入れた場合】

●実利用人数に応じた人員配置基準を満たす必要があるため、児童指導員又は保育士について

３名以上の配置が必要です。

●児童指導員又は保育士を３名以上配置できない場合は、基準を満たさないため、当該日の利

用者については、児童指導員等加配加算の請求はできません。



基準配置に加えて、常勤換算で理学療法士等を１以上配置するとして、吹田市に届出た

場合に算定可能。

児童指導員等加配加算と同時に算定する場合、基準配置に加えて、児童指導員等加配加算

対象職種で１、更に専門的支援体制加算対象職種で１の職員配置が必要となります。

※届出た加算の人員配置を満たしていないにも関わらず、加算を請求することがないよう、

勤務体制及び勤務実績を毎月確認してください。
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専門的支援体制加算

●児童指導員等加配加算と同様に、基準配置を満たしていない場合は、当該日の利用者については、

専門的支援体制加算の請求はできません。

理学療法士等
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士（保育士として５年以上児童福祉事業に従事したものに限
る。）、児童指導員（児童指導員として５年以上児童福祉事業に従事したものに限る。）、心理担当職員、
視覚障害児支援担当職員

※５年以上とは、保育士又は児童指導員としての資格取得又は任用から５年（900日）以上の実務経験
が必要です。資格取得前又は任用前の経験を含めることはできませんのでご注意ください。



理学療法士等を１以上配置し（基準人員等による配置でも可）、個別支援計画を踏まえ、理学療法士

 等が専門性に基づく評価及び個別支援計画に則った支援であって、５領域のうち特定又は複数の領域に

 重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、その計画に基づき支援を行った場合に算

 定可能。

専門的支援実施計画の実施状況の把握を行うとともに、加算対象児の生活全般の質を向上させるため
の課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行ってください。

理学療法士等が、当該障がい児に対し専門的支援を実施した場合には、当該支援を行った日時及び
支援内容の要点に関する記録を作成すること。

専門的支援実施計画の作成及び見直しに当たっては、対象児及び保護者に対し説明するとともに、
同意を得てください。
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専門的支援実施加算

サービス種類 算定限度回数

児童発達支援
利用日数が12日未満は４回

12日以上は６回

放課後等デイサービス
利用日数が６日未満は２回

12日未満は４回
12日以上は６回



障がい児及びその家族（障がい児のきょうだいを含む。）等に対して、個別又はグループにより、障がい児の
子育てや障がい児との生活等に関しての必要な相談援助を行った場合に算定可能。
あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付けること。
相談援助を行った場合は、相談援助を行った日時及び相談内容の要点に関する記録を行うこと。

・家族支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合であっても、それぞれ算定可能。

・サービス提供した日以外の日に相談援助を行った場合も算定できるが、児童発達支援等のサービスを提供しない月は算定できない。

・個別支援計画作成後のモニタリングでの保護者との面談は、児童発達支援管理責任者に求められている業務であるため、本加算

の算定対象にはならない。

・突発的に生じる相談援助（例えば、家族等からの電話に対応する場合）は、本加算の算定対象にはならない。

・多機能型事業所（放デイと保訪など）において、同一の児童に複数のサービスによる支援を行う場合、算定回数は通算されます。

⇒ 家族支援加算を放デイで月４回、保訪で月２回算定することはできません。
17

家族支援加算

加算の区分 算定要件 算定限度回数

家族支援加算(Ⅰ)

（個別の相談援助）

⑴ 障がい児の家族等の居宅を訪問し、
⑵ 事業所において対面により、
⑶ テレビ電話装置等を活用して、
必要な相談援助を行った場合
※原則として、30分に満たない場合
は算定不可

１日につき１回及び１月につき４回

（保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援）

１日につき１回及び１月につき２回

家族支援加算(Ⅱ)

（グループの相談援助）

※２人から８人までを１組

⑴ 事業所において対面により、
⑵ テレビ電話装置等を活用して、
必要な相談援助を行った場合
※30分に満たない場合は算定不可

１日につき１回及び１月につき４回



障がい児に対して障がい特性やその状態に応じた適切な支援を行うために、異なる専門性を有する

２人以上の訪問支援員（異なる職種の２人以上の訪問支援員）が訪問支援を行うとして、吹田市に届

出た場合に算定可能。
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多職種連携支援加算（居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援）

・２以上の複数人の訪問支援員により訪問支援を行った場合に月１回を限度に算定する。

・１以上の訪問支援員は①、②のいずれかの業務従事歴がある者であること。

・あらかじめ当該障がい児のアセスメントに基づき、多職種連携の複数人による訪問支援の必要性、

支援内容を個別支援計画に明記するとともに、保護者の同意を得ること。

・訪問支援を行った後、それぞれの職種の専門性の観点から記録を行うこと。

算定要件

①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員の資格を取得後、障がい児に対する直接支援の

業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した期間が通算して５年以上

②児童指導員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者、心理担当職員、相談支援専門員として配置

された日以後、障がい児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務に従事した

期間が通算して５年以上



障がい児の家族の障がい特性への理解と養育力の向上につなげる観点から、家族等に対して、障がい

児の支援場面の観察や当該場面に参加する等の機会を提供し、障がい児の特性やその特性を踏まえたこ

どもへの関わり方等に関する相談援助等の支援を行った場合に算定可能。（１月に４回を限度）

※子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定することは可能であるが、子育てサポート加算を

算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できません。 19

子育てサポート加算

・あらかじめ保護者の同意を得て、個別支援計画に位置付けること。

・サービスを提供する時間帯を通じて、家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていること。
※障がい児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴

により、支援場面を観察しながら、障がい児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えない。

・複数の障がい児及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には、それぞれの障がい児及び家族ご

との状態に応じた支援が可能な体制を確保し支援を実施すること。この場合において、従業者１人

があわせて行う相談援助は、最大５世帯程度までを基本とすること。

・支援場面に参加する等の機会の提供及び家族等への相談援助を行った場合には、障がい児及び家族

等ごとに当該機会の提供及び相談援助を行った日時及びその内容の要点に関する記録を行うこと。

算定要件



福祉専門職員配置等加算
以下の算定要件を満たしているとして、吹田市に届出た場合に算定可能。

正規又は非正規雇用に関わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している
従業者を指します。

※加算の変更又は取下げは、届出が必要になります。従業者の異動や退職等があった際は、
必ず加算の算定要件を満たしているかを確認してください。 20

常勤で配置されている従業者とは

加算の区分 算 定 要 件

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
児童指導員等として常勤で配置されている従業者の総数のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が３５％以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
児童指導員等として常勤で配置されている従業者の総数のうち、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の割合が２５％以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)

※①又は②のいずれかを満たすこと

①児童指導員等の総数（常勤換算方法による）のうち、常勤で配置されて
いる従業者の割合が７５％以上

②児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、勤続３年以上
従事している従業者の割合が３０％以上

 ※勤続３年以上とは、同法人の他の障害福祉サービス事業所等で直接支援業務に
従事した期間を含めることができる



利用者が、あらかじめ事業所の利用を予定した日に、急病等により利用を中止した場合において、

従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、利用者の状況、

相談援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度として算定可能。

※重症心身障害児に対しサービス提供を行う場合の基本報酬を算定している事業所においては、

１月につきサービスを利用した利用者の数を利用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して

得た率が１００分の８０に満たない場合は、１月につき８回を限度として算定可能。

21

欠席時対応加算

・利用を中止した日の前々日、前日又は当日に欠席の連絡を受けていること。※事業所の営業日でカウント

・欠席時に保護者等と連絡調整や相談支援を行ったことを評価する加算であることから、

１回の連絡で、複数日分の当該加算を算定することはできません。

・Ａ事業所を欠席した利用者が、同日にＢ事業所を利用した場合は、Ａ事業所で当該加算を算定する

ことはできません。

算定に当たっての留意点

・連絡日、連絡者名、対応した職員名、連絡方法、欠席日、欠席理由、次回利用予定日などを含む

連絡調整の内容、利用者の様子や保護者等への相談援助の内容など

記録事項



強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置し、強度行動障がいのある児童に対して、

当該研修修了者が支援計画シート等を作成した上、従業者が支援計画シート等に基づき支援を行う

ものとして吹田市に届出た場合に算定可能。

22

強度行動障害児支援加算

・実践研修修了者を１以上配置し、支援計画シート及び支援手順書兼記録用紙を作成していること。
※常勤換算ではなく単なる配置で可。児発管でも可

・実践研修修了者は３月に１回程度の頻度で支援計画シート等の見直しを行うこと。

・実践研修修了者以外の従業者が支援を行う場合にあっては、実践研修修了者が原則２回の支援
ごとに１回以上の頻度（居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援は１月に１回以上）で、
当該児童の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認すること。

・その他の従業者が支援を行う場合には、支援計画シート等に基づく日々の支援内容について実践
研修修了者又は基礎研修修了者に確認した上で支援を行うこと。
※居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援は算定不可

・共生型事業所については、児童発達支援管理責任者を配置している場合のみ算定可能。

算定要件

※ 次ページ以降に、「支援計画シート」及び「支援手順書兼記録用紙」の参考様式をお示ししています。



支援計画シートの作成について

・支援計画シートは個別支援計画とは作成
の目的や活用方法が異なるため、それぞれ
作成が必要です。

・支援計画シートの作成は有資格者（強度
行動障害支援者養成研修（実践研修）修了
者等）である必要があるため、作成者を明
記してください。

・加算の算定要件をいつから満たしていた
のかを明確にするため、支援計画シートの
作成日を明記してください。

「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について」
（平成26年３月31日障障発0331第８号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課長発出）
「支援計画シート（例）」を引用

23



支援手順書兼記録用紙の作成について
※この用紙が作成されていない事例が多
数あり、改善を求めています。

・「サービス手順」の内容は、支援計画
シートの内容を反映し､支援計画シートを
作成することができる有資格者（実践が
あらかじめ記入しておいてください。

・「チェック・様子」の内容は、実際に
サービスを提供した支援者が手順どおり
に支援できたのかなどを記入し、サービ
スの提供の記録とは別に、サービスの提
供日ごとに作成する必要があります。

・支援内容や利用者の反応等は具体的に
記録に残し、定期的に再アセスメントす
る必要があります。

24



（児童発達支援）

（放課後等デイサービス）

※主として重症心身障害児を通わせる事業所において、重症心身障害児に対しサービスの提供を行う
場合として基本報酬を算定している場合は算定不可

25

個別サポート加算①（児童発達支援・放課後等デイサービス）

加算の区分 対 象 者

個別サポート加算(Ⅰ)

（１）重症心身障害児
（２）１級、２級の身体障害者手帳の交付を受けている障害児
（３）療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障害児
（４）１級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児

加算の区分 対 象 者

個別サポート加算(Ⅰ)

（１）就学児サポート調査表の行動関連１６項目において合計が１３点以上）で、
（２）以外の児童

（２）就学児サポート調査において著しく重度（食事・排せつ・入浴・移動のうち
３つ以上が全介助を必要とする）と判定された児童



（放課後等デイサービス）

26

個別サポート加算②（放課後等デイサービス）

加算の区分 対 象 者

個別サポート加算(Ⅲ)

不登校の状態にある障害児

※「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいは
したくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童（病
気や経済的な理由による者は除く。）」であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の
間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された児童

以下の要件をいずれも満たす必要があります。

・学校と日常的な連携を図り、保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて支援を行うこと。

・計画の作成に当たっては、学校と連携して作成すること。
・学校との情報共有を、月に１回以上行い、その実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成し、

学校に共有すること。

・家族への相談援助（居宅への訪問、対面、オンラインいずれの方法でも可）を月に１回以上行うこと。
・障がい児や家族の意向及び居宅での過ごし方の把握、放課後等デイサービスにおける支援の実施状況等

の共有を行い、実施日時、内容に関する要点をまとめた記録を作成すること。

・学校と事業所との間で本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと。
・市町村から、学校や家庭との連携状況、障がい児への支援の状況等について確認があったときは、当該

状況について回答すること。

算定要件



基本報酬における上限となる５時間（放デイについては平日３時間）の発達支援を行うのに加えて、

当該支援の前後に預かりニーズに対応した延長支援を計画的に行うものとして、吹田市に届出た場合

に算定可能。

27

延長支援加算（児童発達支援・放課後等デイサービス）

・運営規程に定める営業時間が６時間以上（放デイの平日は除く）

・保護者の同意を得た上で、延長支援を必要とする理由及び延長支援時間を個別支援計画に位置

付けて支援を行うこと。

※延長支援時間の設定のない日に緊急的に生じた預かりニーズに対応するために延長支援を実施した

場合も算定は可能。ただし、急な延長支援を必要とした理由及び延長支援時間を記録すること。

・延長支援時間は１時間以上で設定し、利用時間の前後ともに延長支援を実施する場合は、前後

いずれも１時間以上の延長支援時間を設定すること。※延長支援時間には送迎時間は含まれない

・延長支援時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、２人以上（うち１人以上は基準に

定める人員で配置すること。（児童発達支援管理責任者でも可））

算定要件等



障がい児が日々通う①保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ等の日常的に
通う施設、又は②障がい児の状況等によっては連携が必要となる児童相談所、こども家庭センター、医療機関等の
関係機関との連携を図るため、これらの施設又は関係機関と情報共有や連絡調整などを行った場合に算定可能。

・会議の開催等に留まらず、①保育所等施設又は②児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること。

・会議又は連絡調整等の出席者、開催日時、内容の要旨等を記録すること。
28

関係機関連携加算①

加算の区分 算 定 要 件

関係機関連携加算(Ⅰ)

（１月に１回を限度）

・保護者の同意を得た上で、障がい児が通う①保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は
見直しに関する会議を開催すること。（会議はオンライン等の方法でも可）

・個別支援計画に関係機関との連携の具体的な方法等を記載し、計画の作成、見直し行うこと。

関係機関連携加算(Ⅱ)

（１月に１回を限度）

・保護者の同意を得た上で、障がい児が通う①保育所等施設との間で、障がい児の心身の状況
や生活環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整
を行うこと。（会議はオンライン等の方法でも可）

・会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、関係機
関と連携した支援の提供を進めること。

関係機関連携加算(Ⅲ)

（１月に１回を限度）

・保護者の同意を得た上で、②児童相談所等関係機関との間で、障がい児の心身の状況や生活
環境等の情報共有のための会議を開催し、又は会議に参加しし情報共有及び連絡調整を行う
こと。（会議はオンライン等の方法でも可）

・会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、関係機
関と連携した支援の提供を進めること。

共通の算定要件(Ⅰ)～(Ⅲ)



・共生型事業所については、児童発達支援管理責任者を配置していないときには、加算(Ⅰ)は算定できない。

・加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は、同一の月においていずれかのみ算定可能。

・保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、加算(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同一の月において

いずれかのみ算定可能。

・加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれの場合においても、障がい児が複数の障害児通所支援事業所等で支援を受けている場

合には、事業所間の連携についても留意するとともに、当該障がい児が障害児相談支援事業を利用している場合には、

連携に努めること。なお、他の障害児通所支援事業所等との連携については加算の対象とはならない。 29

関係機関連携加算②

加算の区分 算 定 要 件

関係機関連携加算(Ⅳ)

（１回を限度）

・障がい児の状態や支援方法につき、ライフステージが移行する際にも切れ目なく支援を継続
できるようにする観点から、就学又は就職の機会を捉えて評価するものであること。

・就学時の加算とは、小学校（義務教育学校の前期課程を含む）又は特別支援学校の小学部に
入学する際に連絡調整等を行った場合に算定できる。

・就職時の加算とは、企業又は官公庁等への就職の際に連絡調整等を行った場合に算定できる
が、就職先が就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）、就労移行支援事業所の場合は加算の対象
とならない。

・障がい児の状態や支援方法を記録した文書を保護者の同意を得たうえで、就学先又は就職先
に渡すこと。なお、必ずしも会議の開催まで求めるものではない。

・連携先との連絡調整や相談援助の相手ややり取りの内容について記録をすること。

算定に当たっての留意点(Ⅰ)～(Ⅳ)
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【障がい福祉サービス等事業者のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1022381）

【障がい児通所支援集団指導のホームページ】

https://www.city.suita.osaka.jp/1018719/1022381/1039007.html
（ホームページ内検索用ページ番号 1039007）

＜参考＞

https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/index.html
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018719/1022381/1039006.html
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